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雑司ケ谷霊園再生のあり方について（中間のまとめ） 
 

 

 

１． 「区部霊園の管理（平成１４年答申）」による基本的な考え方 

 

区部霊園が開設以来１３０年の歴史の中で育んできた自然資源や歴史的な

人文資源は都民共有の貴重な財産である。都はそうした財産を良好に保全しな

がら、さらに４０年間で得られた空地を効果的に活用し、「霊園」と「公園」

が共存し、相乗的に機能を発揮する空間として再生すべきである。 

  都内各霊園の立地条件、自然条件、歴史的人文資源等の違いを考慮し、雑司

が谷霊園については、地域特性や他の霊園の取組を踏まえて、雑司ケ谷霊園の

特色「歴史資源・自然資源」を生かした再生のあり方について検討していく。 

 

 

２．スケジュール 

 

 令和２年 6月 30日 ：東京都公園審議会 本審議会（諮問） 

     ７月 31日 ：東京都公園審議会 霊園専門部会（現地視察・審議） 

     ９月 8日 ：東京都公園審議会 本審議会（現地視察） 

      10月 28日：東京都公園審議会 霊園専門部会（審議） 

11月 30日：東京都公園審議会 本審議会（中間のまとめ） 

12月 7日 ：雑司が谷・南池袋まちづくりの会 

     12月 8日～令和 3年 1月上旬 

  ：都民の意見募集（パブリックコメント） 

  ：期間中、区へ意見照会の依頼が来る予定 

     12月 15日：豊島区副都心委員会 

     12月 21日：豊島区都市計画審議会（諮問） 

 令和３年 1月末  ：東京都公園審議会 霊園専門部会（審議） 

      3月頃  ：東京都公園審議会 本審議会（答申） 
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（仮称）防災公園 

東京国際大学 市街地 B 

令和２年１２月２１日 
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